
日野市監査委員告示第 １ 号 

 

 

 

 地方自治法第１９９条第１２項の規定により、平成２８年度第２回定期監

査の結果に基づき措置を講じた旨通知があったので、別紙のとおり公表する。 

 

 

 平成２９年（２０１７年） ４ 月 ２６ 日 

 

 

 

 

日野市監査委員  石 田   等 

 

 

 

日野市監査委員  鈴 木 勝 豊 

 

 

 



監査結果に基づく指摘事項（意見・要望） 

（平成 28年度第 2回定期監査） 

指摘事項（意見・要望） 改善案、講じた措置事項 

１ 現金の収納事務について 

 発達・教育支援センターの使用料、利用料の収

納事務について監査した結果、その保管、納入方

法及び鍵等の管理については、適正に処理されて

いるものと認められた。 

   

２ 業務委託契約に係る事務について 

 業務委託契約のうち、主管課契約した案件につ

いては、支出負担行為伺書兼業者選定伺書、仕様

書、随意契約締結依頼書、見積書、見積合せ結果

及び契約締結伺書、委託業務請書等の契約手続き

に関する書類を監査し、また、総務課契約を含む

全ての契約案件について、仕様書に定めている各

書類の提出状況等について監査した結果、概ね適

正に処理されているものと認められた。 

 

３ 消耗品費、印刷製本費、備品購入費等の主管

課契約に係る事務について 

需用費のうち消耗品費、印刷製本費及び備品購

入費において、主管課契約した案件について、支

出負担行為伺書兼業者選定伺書、仕様書、随意契

約締結依頼書、見積書、見積合せ結果及び契約締

結伺書、物品請書等の契約手続きに関する書類を

監査した結果、概ね適正に処理されているものと

認められた。 

しかし、一部において次のような点が散見され

た。 

・物品請書に契約約款が添付されていないもの 

     （発達支援課） 

 請書に記載されている約款の記載事項が増え、

財務会計システムでの対応が出来なくなったた

め、平成２８年２月より、書式集に掲載されてい

る契約約款を印刷し添付することとなっている。 

主管課契約を行うにあたっては、「財務会計システ

ム操作マニュアル（主管課契約）」その他契約担当

の指示に従って、適切な事務処理にあたるよう留

意されたい。 

 

 

１ 現金の収納事務について 

 

 引き続き適切な事務処理を進める。 

 

 

 

２ 業務委託契約に係る事務について 

 

引き続き適切な事務処理を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 消耗品費、印刷製本費、備品購入費等の主管課

契約に係る事務について 

 

 職員全員に総務課の通知を再度周知し、係長、課

長のチェック体制を整え、適切な事務処理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 補助金の交付について 

補助金については、教育支援課における各種補

助金について、交付申請書、交付決定通知書に関

する回議書等関係書類を監査した結果、各補助金

交付要綱等に従って、概ね適正に処理されている

ものと認められた。 

 

５ 備品の管理について 

 備品については、登録価格５万円以上のものを

抽出して、備品台帳一覧表と突合し、管理・保管

状況を調査したところ、概ね適正に管理されてい

るものと認められた。 

引続き、物品管理者、物品出納員を中心にすべて

の備品を定期的に点検し、適切な管理にあたるよ

う留意されたい。 

 

６ 出退勤等の管理について 

就業週報・月報と出張・時間外等勤務命令簿、

出張復命書、休暇等届、週休日の振替等命令簿と

を照合した結果、概ね適正に処理されているもの

と認められた。 

 

 

４ 補助金の交付について 

 

 引き続き適切な事務処理を進める。 

 

 

 

 

５ 備品の管理について 

 

引き続き適切な事務処理を進める。 

 

 

 

 

 

 

６ 出退勤等の管理について 

 

 引き続き適切な事務処理を進める。 

 

 


